
三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 専門委員会規程 

 

（趣旨） 
第１条 この規程は、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会会則第 13 条

第５項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（委員会の種類等） 
第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとお

りとする。 
 
（役員） 
第３条 委員会に、次の役員を置く。 
（１）委員長  １名 
（２）副委員長 若干名 

２ 委員長及び副委員長は、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会会長（以

下「会長」という。）が委嘱する。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あら

かじめ委員長が定めた順序により、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。た

だし、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人

に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。この場合、その委員は委

員会に出席したものとする。 
３ 委員会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった

者を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
４ 委員長は、やむを得ないと認められる事項又は軽易な事項については、書面によ

る議決を求め、これをもって委員会に代えることができる。 
５ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 
 
（部会） 
第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 
２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 
３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 
 
 



（委任） 
第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員

会の委員長が会長の承認を得て別に定める。 
 
附 則 この規程は、平成 24 年８月 31 日から施行する。 
附 則 この規程は、令和２年３月 13 日から施行する。 


